
す。

まちづくり推進課で受付し、公共施設管理課にそれぞれ配布します。

⑥-4～6

各公共施設管理課にて内容を確認し、協議が調い次第、各公共施設管理者から同意書が発行されま

【32条協議】手続きの流れ

まちづくり推進課 申請者 公共施設管理課 ３２条協議申請書にチェックリストを基に必要書類を添付した上、３２条協議を行う必要のある課（以下

「公共施設管理課」という。）分（正本）＋申請者返却分（副本）１部＋まちづくり推進課分（市控え）１部

をまちづくり推進課に提出してください。

さい。

受付印を押印し返却しますので、全ての公共施設管理課へ訂正書類を提出して

公共施設管理課から訂正事項を受け、訂正書類をまちづくり推進課へ提出して

（訂正がある場合）

⑥-2～3

②～④

⑤～⑦

①

※申請書類は、全て紙ファイルで綴じて提出してください。

⑪～⑫協議終了となりますので、開発行為許可申請時に「各公共施設管理課発行の同意書」及び「３２条協

まちづくり推進課から３２条協議申請書の副本を返却します。

全ての同意書を受取り次第、まちづくり推進課へ全ての同意書を持参してください。

いでください。この場合、協議の内容は無効となります。）

議申請書の副本」を申請書類に添付してください。

ください。（※まちづくり推進課の受付印がない書類で公共施設管理課と協議しな

⑧～⑩

①申請②受付

④関係課へ配布 ⑤受理

⑦同意書発行同意⑧受取⑨同意書の確認

まちづくり推

進課へ全ての

同意書を持参 関係課から

同意書発行

③確認

⑥-3 訂正書類提出⑥-4 受付

⑥-5 受付印を押印

の上返却

⑥-6全ての課へ提出 ⑥-7 受理

⑪協議終了

正本:関係課分

副本:1部

メール通知

⑥-2 訂正依頼

⑥-1 確認
訂正がある場合

⑥32条協議（各公共施設管理課と協議）

⑩３２条協議申請

書副本の返却

⑫開発行為

許可申請

副本返却


